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ア 事業主体：財政力指数が０．８以下（３か年の平均値）又は条件不利地域（※）の普通地方公共団体・第三セクター
※ 過疎地域、辺地、離島、半島、山村、特定農山村、豪雪地帯

イ 対象拠点：最大収容者数や利用者数が一定以下の
①防災拠点：避難所・避難場所（学校の体育館及びグラウンド、市民センター、公民館等）、官公署
②被災場所と想定され災害対応の強化が望まれる公的拠点：博物館、文化財、自然公園、都市公園 等

ウ 補助対象：無線アクセス装置、制御装置、電源設備、伝送路設備等を整備する場合に必要な費用 等
エ 補 助 率：１／２（財政力指数が０．４以下かつ条件不利地域の市町村については２／３）

公衆無線LAN環境整備支援事業の概要

伝送路設備

制御装置
（センター設備等）

無線アクセス装置
（IEEE802.11ac又は

IEEE802.11ax対応Wi-Fi ）

電源装置
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Wi-Fiのメリットとして、災害時には、携帯電話等が輻輳のために利
用できない場合でも、情報収集が可能

ラジオや防災行政無線等の片方向の情報伝達手段と異なり、被災
者のニーズに応じた情報収集が可能

避難所・避難場所 官公署

文化財自然公園・都市公園 博物館

防災拠点、災害対応の強化が望まれる公的拠点

○ 防災の観点から、防災拠点（避難所・避難場所、官公署）及び被災場所として想定され災害対
応の強化が望まれる公的拠点（博物館、文化財、自然公園等）における公衆無線LAN（Wi-Fi）
環境の整備を行う地方公共団体等に対し、その費用の一部を補助する。
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